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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上にゲート電極を形成することと、
　前記ゲート電極の上にゲート誘電体層を堆積することと、
　前記ゲート誘電体層の上に金属酸化物の半導体層を堆積することと、次に、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールすることと、次に、
　第１のフッ素ラジカルに前記金属酸化物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填すること
と、次に、
　前記金属酸化物の半導体層の上に導電層を堆積することと
を含み、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールする前に、第２のフッ素ラジカルに前記金属酸化
物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填することをさらに含み、前記第２のフッ素ラジカ
ルが、第２の遠隔プラズマ内で生成される、方法。
【請求項２】
　基板の上にゲート電極を形成することと、
　前記ゲート電極の上にゲート誘電体層を堆積することと、
　前記ゲート誘電体層の上に金属酸化物の半導体層を堆積することと、次に、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールすることと、次に、
　第１のフッ素ラジカルに前記金属酸化物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填すること
と、次に、
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　前記金属酸化物の半導体層の上に導電層を堆積することと
を含み、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールする前に、第２のフッ素ラジカルに前記金属酸化
物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填することをさらに含み、前記第２のフッ素ラジカ
ルが、前記金属酸化物の半導体層が配置されたチャンバの内部で点火された第２のプラズ
マ内で生成される、方法。
【請求項３】
　前記第１のフッ素ラジカルが、第１の遠隔プラズマ内で生成される、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のフッ素ラジカルが、前記金属酸化物の半導体層が配置されたチャンバの内部
で点火された第１のプラズマ内で生成される、請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のフッ素ラジカルに前記金属酸化物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填する
ことが、
　２０００立方センチメートル毎分（ｓｃｃｍ）から６０００ｓｃｃｍの範囲内の流量の
フッ素含有ガスを遠隔プラズマ源内に流し込むことと、
　０．２Ｗ／ｃｍ２から０．６Ｗ／ｃｍ２の範囲内の電力密度を有する前記遠隔プラズマ
源内で、酸素もシリコンも含有しないフッ素含有プラズマを形成することと、
　前記フッ素含有プラズマを処理領域内に流し込むことと
を含み、前記基板が摂氏約１５０度から摂氏３５０度の範囲内の温度である、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項６】
　第１のフッ素ラジカルに前記金属酸化物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填すること
が、プラズマ化学気相堆積チャンバで行われ、前記プラズマ化学気相堆積チャンバ内部の
圧力が２００ｍＴｏｒから９００ｍＴｏｒの範囲内である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　基板の上にゲート電極を形成することと、
　前記ゲート電極の上にゲート誘電体層を堆積することと、
　前記ゲート誘電体層の上に金属酸化物の半導体層を堆積することと、次に、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールすることと、次に、
　第１のフッ素含有ガスに前記金属酸化物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填すること
と、次に、
　前記金属酸化物の半導体層の上に導電層を堆積することと
を含み、
　前記金属酸化物の半導体層をアニールする前に、第２のフッ素含有ガスに前記金属酸化
物の半導体層を曝露し、酸素空孔を充填することをさらに含む、方法。
【請求項８】
　前記第１のフッ素含有ガスが、ＮＦ３、ＣＦ４、又はＦ２を含む、請求項７に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本開示の実施形態は、概して、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形成する方
法に関し、より具体的には、酸化金属層を有するＴＦＴを形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］酸化亜鉛（ＺｎＯ）及びインジウムガリウム酸化亜鉛（ＩＧＺＯ）などの
金属酸化物半導体は、その高いキャリア移動度、低処理温度、及び光透過性により、デバ
イス製造において魅力的な物質である。金属酸化物半導体から作られたＴＦＴ（ＭＯ－Ｔ
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ＦＴ）は、光学ディスプレイのためのスキームに対処するアクティブマトリックスにおい
て特に有用である。金属酸化物半導体の低処理温度により、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）及びポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）などの安価なプラスチック基板上で
のディスプレイバックプレーンの形成が可能となる。酸化物半導体ＴＦＴの透明度により
、画素開口が改善され、ディスプレイがより明るくなる。
【０００３】
　［０００３］しかしながら、金属酸化物チャネル層などの金属酸化物層は、層内の酸素
空孔の形成の影響を受けやすく、酸素空孔の形成により、ＴＦＴが不安定になる。さらに
、酸素空孔は金属酸化物材料においてドナーであるため、酸素空孔の形成によって負の閾
値電圧がさらに生じてしまう。
【０００４】
　［０００４］したがって、当該技術分野では、安定した金属酸化物ＴＦＴを形成する必
要がある。
【発明の概要】
【０００５】
　［０００５］本開示の実施態様は、概して、酸化金属層を有するＴＦＴを形成する方法
に関する。当該方法は、金属酸化物層を形成することと、フッ素含有ガス又はプラズマを
用いて金属酸化物層を処理することとを含み得る。金属酸化物層のフッ素処理によって、
金属酸化物チャネル層内の任意の酸素空孔が充填され、ＴＦＴがより安定化し、ＴＦＴ内
の負の閾値電圧が防止される。
【０００６】
　［０００６］一実装形態では、当該方法は、基板の上にゲート電極を形成することと、
ゲート電極の上にゲート誘電体層を堆積することと、ゲート誘電体層の上に金属酸化物層
を堆積することと、第１のフッ素ラジカルを用いて金属酸化物層を処理することと、金属
酸化物層の上に導電層を堆積することとを含む。
【０００７】
　［０００７］別の実施形態では、当該方法は、基板の上に金属酸化物層を堆積すること
と、第１のフッ素ラジカル又は第１のフッ素含有ガスを用いて金属酸化物層を処理するこ
とと、金属酸化物層にゲート誘電体層を堆積することと、金属酸化物層の上に層間誘電体
層を堆積することと、層間誘電体層に金属層を堆積することとを含む。
【０００８】
　［０００８］別の実装形態では、当該方法は、基板の上にゲート電極を形成することと
、ゲート電極の上にゲート誘電体層を堆積することと、ゲート誘電体層の上に金属酸化物
層を堆積することと、フッ素含有ガスを用いて金属酸化物層を処理することと、金属酸化
物層の上に導電層を堆積することとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　［０００９］本開示の上述の特徴を詳細に理解することができるように、上記で簡単に
要約された本開示のより具体的な説明は、実施形態を参照することによって、得ることが
できる。そのうちの幾つかの実施形態は添付の図面で例示されている。しかしながら、本
開示は他の等しく有効な実施形態も許容し得るため、添付の図面は、本開示の典型的な実
施形態のみを示しており、したがって、本発明の範囲を限定すると見なすべきではないこ
とに留意されたい。
【００１０】
【図１】本明細書に開示された実施形態に係る、物理的気相堆積チャンバの概略断面図で
ある。
【図２】本明細書に開示された実施形態に係る、プラズマ化学気相堆積チャンバの概略断
面図である。
【図３Ａ－Ｄ】本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段階におけるＴＦＴの概
略断面図である。
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【図３Ｅ－Ｇ】本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段階におけるＴＦＴの概
略断面図である。
【図４Ａ－Ｃ】本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段階におけるＴＦＴの概
略断面図である。
【図４Ｄ－Ｅ】本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段階におけるＴＦＴの概
略断面図である。
【図４Ｆ】本明細書に開示された実施形態に係る、製造の一段階におけるＴＦＴの概略断
面図である。
【図５Ａ】本明細書に開示された実施形態に係る、図３Ａから図３Ｇで示されたＴＦＴを
形成するプロセスを示すフロー図である。
【図５Ｂ】本明細書に開示された実施形態に係る、図３Ａから図３Ｇで示されたＴＦＴを
形成するプロセスを示すフロー図である。
【図５Ｃ】本明細書に開示された実施形態に係る、図３Ａから図３Ｇで示されたＴＦＴを
形成するプロセスを示すフロー図である。
【００１１】
　［００１５］理解を容易にするため、可能な場合、図に共通する同一の要素を指し示す
ために同一の参照番号が使用された。さらに、ある実施形態の要素を、本明細書に記載さ
れた他の実施形態で利用するために有利に適合させてもよい。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［００１６］本開示の実施態様は、概して、酸化金属層を有するＴＦＴを形成する方法
に関する。当該方法は、金属酸化物層を形成することと、フッ素含有ガス又はプラズマを
用いて金属酸化物層を処理することとを含み得る。金属酸化物層のフッ素処理は、金属酸
化物チャネル層内の酸素空孔の充填に役立ち、それにより、ＴＦＴがより安定化し、ＴＦ
Ｔ内の負の閾値電圧が防止される。
【００１３】
　［００１７］図１は、本明細書に開示された実施形態に係る、物理的気相堆積（ＰＶＤ
）チャンバ１００の概略断面図である。チャンバ１００は、真空ポンプ１１４によって排
気され得る。チャンバ１００の内部では、基板１０２は、ターゲット１０４に対向するよ
うに配置され得る。基板１０２は、チャンバ１００の内部でサセプタ１０６上に配置され
得る。サセプタ１０６は、アクチュエータ１１２によって、矢印Ａで示すように、上昇且
つ下降させられ得る。サセプタ１０６は、基板１０２を処理位置に引き上げるために上昇
することができ、基板１０２をチャンバ１００から取り除くことができるように下降する
ことができる。サセプタ１０６が下降位置にあるとき、リフトピン１０８が基板１０２を
サセプタ１０６の上方に上昇させる。接地ストラップ１１０は、処理中にサセプタ１０６
を接地させる。均一な堆積を支援するために、処理中にサセプタ１０６を引き上げてもよ
い。
【００１４】
　［００１８］ターゲット１０４は、１つ又は複数のターゲットを含み得る。一実施形態
では、ターゲット１０４は、大面積スパッタリングターゲットであり得る。別の実施形態
では、ターゲット１０４は、複数のタイルであり得る。さらに別の実施形態では、ターゲ
ット１０４は、複数のターゲットストリップであり得る。さらに別の実施形態では、ター
ゲット１０４は、１つ又は複数の円筒状の回転式ターゲットであり得る。ターゲット１０
４は、ボンディング層（図示せず）によってバッキング板１１６に結合され得る。１つ又
は複数のマグネトロン１１８が、バッキング板１１６の上に配置され得る。マグネトロン
１１８は、直線移動で又は２次元経路でバッキング板１１６全体をスキャンすることがで
きる。チャンバの壁は、暗部シールド１２０及びチャンバシールド１２２によって堆積か
ら遮蔽され得る。
【００１５】
　［００１９］基板１０２全体にわたって均一なスパッタリング堆積をもたらすことを助
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けるため、ターゲット１０４と基板１０２との間にアノード１２４が配置され得る。一実
装形態では、アノード１２４は、アーク溶射されたアルミニウムでコーティングされた、
ビーズブラスト処理が施されたステンレス鋼であり得る。一実装形態では、アノード１２
４の一端は、ブラケット１３０によってチャンバ壁に取り付けられ得る。アノード１２４
は、ターゲット１０４に対向して電荷を供給し、それにより、荷電イオンが、典型的に接
地電位にあるチャンバ壁よりもターゲット１０４に引き付けられる。ターゲット１０４と
基板１０２との間にアノード１２４を設けることにより、プラズマはより均一になり得、
堆積を支援することができる。剥離を減らすために、１つ又は複数のアノード１２４を通
して冷却流体が供給され得る。アノード１２４の膨張及び収縮の量を減らすことにより、
アノード１２４からの材料の剥離を減らすことができる。より小さな基板、ひいてはより
小さな処理チャンバでは、チャンバ壁が、接地する経路を設け、均一なプラズマ分配をも
たらすのに十分であり得るので、処理空間にまたがるアノード１２４は必要ではない場合
がある。
【００１６】
　［００２０］反応性スパッタリングでは、反応性ガスをチャンバ１００内に供給するこ
とが有益であり得る。さらに、１つ又は複数のガス導入チューブ１２６が、ターゲット１
０４と基板１０２との間の、チャンバ１００にわたる距離にまたがる場合がある。より小
さな基板、ひいてはより小さなチャンバでは、従来のガス導入手段を通してガスの均一な
分配が可能であり得るので、処理空間にまたがるガス導入チューブ１２６は必要でない場
合がある。ガス導入チューブ１２６は、ガスパネル１３２からスパッタリングガスを導入
することができる。幾つかの実施形態では、遠隔プラズマ源１５０は、ガスパネル１３２
とガス導入チューブ１２６との間で連結され得る。ガス導入チューブ１２６は、遠隔プラ
ズマ源１５０によって生成された遠隔プラズマをチャンバ１００の中に導入するために使
用され得る。ガス導入チューブ１２６は、１つ又は複数のカップリング１２８によってア
ノード１２４に連結され得る。カップリング１２８は、ガス導入チューブ１２６の導電的
冷却を許容するために熱伝導性材料から作られてもよい。さらに、ガス導入チューブ１２
６が接地されて、アノードとして機能するように、カップリング１２８も同様に導電性で
あり得る。
【００１７】
　［００２１］反応性スパッタリング処理は、ＰＶＤチャンバ１００内で基板の対向側に
亜鉛スパッタリングターゲットを配置することを含み得る。亜鉛スパッタリングターゲッ
トは、亜鉛、又は、亜鉛及びドーピング元素を実質的に含み得る。使用することができる
適切なドーパントには、Ａｌ、Ｓｎ、Ｇａ、Ｃａ、Ｓｉ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｉｎ、Ｎｉ
、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｖ、Ｍｇ、ＳｉｘＮｙ、ＡｌｘＯｙ、及びＳｉＣが含まれる。一実装形態
では、ドーパントは、アルミニウムを含む。一方で、基板は、プラスチック、紙、ポリマ
ー、ガラス、ステンレス鋼、及びこれらの組み合わせであり得る。基板がプラスチックで
あるとき、反応性スパッタリングは、摂氏約１８０℃未満の温度で起こり得る。
【００１８】
　［００２２］スパッタリング処理の間、亜鉛ターゲットを反応性スパッタリングするた
めに、アルゴン、窒素含有ガス、及び酸素含有ガスがチャンバに供給され得る。Ｂ２Ｈ６

、ＣＯ２、ＣＯ、ＣＨ４、及びこれらの組み合わせなどの追加の添加物が、さらにスパッ
タリングの間に供給され得る。一実施形態では、窒素含有ガスは、Ｎ２を含む。別の実施
形態では、窒素含有ガスは、Ｎ２Ｏ、ＮＨ３、又はこれらの組み合わせを含む。一実施形
態では、酸素含有ガスは、Ｏ２を含む。別の実施形態では、酸素含有ガスは、Ｎ２Ｏを含
む。窒素含有ガスの窒素及び酸素含有ガスの酸素は、スパッタリングターゲットからの亜
鉛と反応し、基板上に亜鉛、酸素、及び窒素を含む金属酸化物層が形成される。一実装形
態では、金属酸化物層は、ＩＧＺＯ層である。
【００１９】
　［００２３］金属酸化物層を形成した後、金属酸化物層は、ＰＶＤチャンバ１００内で
フッ素含有ガス又はプラズマによって処理され得る。フッ素含有ガスは、ガスパネル１３



(6) JP 6916186 B2 2021.8.11

10

20

30

40

50

２によって、ＰＶＤチャンバ１００に導入され得る。フッ素含有ガスは、ＮＦ３、ＣＦ４

、又はＦ２などの任意の適切なフッ素含有ガスを含み得る。フッ素含有プラズマは、遠隔
プラズマ源１５０によってＰＶＤチャンバ１００に導入される遠隔プラズマであり得る。
ＮＦ３、ＣＦ４、又はＦ２などのフッ素含有ガス、又は、任意の適切なフッ素含有ガスは
、ガスパネル１３２から遠隔プラズマ源１５０の中に流し込まれてもよく、フッ素ラジカ
ルを有するフッ素含有プラズマを形成するように励起され得る。フッ素含有プラズマは、
ガス導入チューブ１２６を介して金属酸化物層を処理するために使用され得る。
【００２０】
　［００２４］図２は、本明細書に開示された実施形態に係る、プラズマ化学気相堆積（
ＰＥＣＶＤ）チャンバ２００の概略断面図である。ＰＥＣＶＤチャンバ２００は、概して
、処理領域を画定する、壁２０２、底部２０４、及びシャワーヘッド２０６を含む。基板
支持体２１８が、処理容量内に配置される。処理領域は、スリットバルブ開口２０８を通
してアクセスされ、それにより、基板２２０がＰＥＣＶＤチャンバ２００を出入りするよ
う移送することができる。基板支持体２１８を昇降させるために、基板支持体２１８をア
クチュエータ２１６に連結することができる。基板２２０を基板支持体２１８の基板受容
面へと及び基板受容面から動かすために、リフトピン２２２が、基板支持体２１８を貫通
するように可動式に配置される。基板支持体２１８は、基板支持体２１８を所定温度に維
持するための、加熱素子及び／又は冷却素子２２４をさらに含み得る。基板支持体２１８
は、基板支持体２１８の周縁にＲＦリターンパスを設けるためのＲＦリターンストラップ
２２６をさらに含み得る。
【００２１】
　［００２５］シャワーヘッド２０６は、締着機構２５０によってバッキング板２１２に
連結される。シャワーヘッド２０６は、１つ又は複数の締着機構２５０によってバッキン
グ板２１２に連結され得、それにより、たわみ防止が促進され、且つ／又は、シャワーヘ
ッド２０６の真直度／湾曲が制御される。
【００２２】
　［００２６］ガス源２３２は、バッキング板２１２に連結され、シャワーヘッド２０６
内のガス通路を通して、ガスをシャワーヘッド２０６と基板２２０との間の処理領域に供
給する。処理領域を所定の圧力で制御するために、真空ポンプ２１０がＰＥＣＶＤチャン
バ２００に連結される。ＲＦ源２２８が、整合ネットワーク２９０を通して、バッキング
板２１２及び／又はシャワーヘッド２０６に連結され、ＲＦ電流がシャワーヘッド２０６
に供給される。ＲＦ電流がシャワーヘッド２０６と基板支持体２１８との間に電界を生成
し、それにより、プラズマがシャワーヘッド２０６と基板支持体２１８との間のガスから
生成され得る。一実装形態では、ガス源２３２によってフッ素含有ガスが処理領域に供給
され、フッ素含有ガスは、基板２２０上の金属酸化物層を処理するために使用され得る。
別の実施形態では、フッ素含有ガスは、ＲＦ源２２８によって励起され得、シャワーヘッ
ド２０６に供給され、処理領域内でフッ素含有プラズマが形成され、フッ素ラジカルは、
基板２２０上の金属酸化物層を処理するために使用され得る。
【００２３】
　［００２７］誘導結合遠隔プラズマ源２３０などの遠隔プラズマ源２３０もガス源２３
２とバッキング板２１２との間で連結されてもよい。基板の処理と処理との間に、洗浄ガ
スが遠隔プラズマ源２３０に供給され、遠隔プラズマが生成され得る。ＰＥＣＶＤチャン
バ２００の部品を洗浄するために、遠隔プラズマからのラジカルがＰＥＣＶＤチャンバ２
００に供給され得る。洗浄ガスは、ＲＦ源２２８によってさらに励起され、シャワーヘッ
ド２０６に供給され得る。幾つかの実施形態では、遠隔プラズマ源２３０は、フッ素含有
ガスを励起して、フッ素含有プラズマを形成するために使用され得、遠隔で形成されたフ
ッ素含有プラズマは、シャワーヘッド２０６を介して、処理領域に入ることができる。遠
隔で形成されたフッ素含有プラズマ内のフッ素ラジカルは、基板２２０上の金属酸化物層
を処理するために使用され得る。
【００２４】
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　［００２８］シャワーヘッド２０６は、さらにシャワーヘッドサスペンション２３４に
よって、バッキング板２１２に連結され得る。一実装形態では、シャワーヘッドサスペン
ション２３４は、可撓性の金属スカート（ｍｅｔａｌ　ｓｋｉｒｔ）である。シャワーヘ
ッドサスペンション２３４は、シャワーヘッド２０６が置くことができるリップ２３６を
有し得る。ＰＥＣＶＤチャンバ２００を密封するために、バッキング板２１２は、壁２０
２と連結したレッジ２１４の上面に置かれ得る。
【００２５】
　［００２９］図３Ａから図３Ｇは、本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段
階におけるＴＦＴ３００の概略断面図である。ＴＦＴ３００は、基板３０２を含み得る。
一実施形態では、基板３０２は、ガラスであってもよい。別の実施形態では、基板３０２
は、ポリマーであってもよい。別の実施形態では、基板３０２は、プラスチックであって
もよい。さらに別の実施形態では、基板３０２は、ステンレス鋼板などの金属であっても
よい。
【００２６】
　［００３０］基板の上にゲート電極３０４が形成され得る。熱酸化物層が、ゲート電極
３０４と基板３０２との間に存在し得る。ゲート電極３０４は、ＴＦＴ３００内の電荷担
体の動きを制御する導電層であり得る。ゲート電極３０４は、アルミニウム、モリブデン
、タングステン、クロム、タンタル、又はこれらの組み合わせなどの金属から作られ得る
。ゲート電極３０４は、スパッタリング、リソグラフィ、及びエッチングを含む従来の堆
積技法を用いて形成され得る。ゲート電極３０４は、基板３０２の上に導電層をブランケ
ット堆積することによって形成され得る。導電層は、スパッタリングによって堆積され得
る。その後、導電層の上にフォトレジスト層が堆積され得る。マスクを形成するために、
フォトレジスト層がパターニングされ得る。ゲート電極３０４は、導電層のマスキングさ
れていない部分をエッチング除去し、基板３０２の上のゲート電極３０４を残すことによ
って形成され得る。
【００２７】
　［００３１］図３Ｂで示すように、ゲート電極３０４の上には、ゲート誘電体層３０６
が堆積され得る。ゲート誘電体層３０６は、ゲート電極３０４に直接堆積され得る。ゲー
ト誘電体層３０６は、ＴＦＴ３００の閾値下のスィング又はスロープ及び閾値電圧（Ｖｔ
ｈ）に影響を与える。シリコンベースのＴＦＴ（すなわち、アモルファスシリコンなどの
シリコンベースの半導体層を有するＴＦＴ）では、ゲート誘電体層３０６は、酸化シリコ
ンを含むことはできない。なぜなら、Ｖｔｈはゲート電圧のゼロボルトから遠く離れてお
り、これによりＴＦＴの性能が低くなるからである。しかしながら、金属酸化物ＴＦＴに
ついては、酸化シリコンは、効果的なゲート誘電体層３０６として機能し得ることが発見
された。酸化シリコン内の酸素は、金属酸化物層に有害な変化を与えないので、ＴＦＴが
破損することはないであろう。一実施形態では、ゲート誘電体層３０６は、窒化シリコン
を含んでもよい。別の実施形態では、ゲート誘電体層３０６は、酸化シリコンを含んでも
よい。別の実施形態では、ゲート誘電体層３０６は、酸窒化シリコンを含んでもよい。別
の実施形態では、ゲート誘電体層３０６は、Ａｌ２Ｏ３を含んでもよい。ゲート誘電体層
３０６は、ＰＥＣＶＤを含む周知の堆積技法を用いて堆積され得る。一実施形態では、ゲ
ート誘電体層３０６は、ＰＶＤによって堆積され得る。
【００２８】
　［００３２］図３Ｃに示すように、金属酸化物層３１０が、ゲート誘電体層３０６上に
、且つ、ゲート誘電体層３０６と直接接触するように堆積され得る。金属酸化物層３１０
は、最終的なＴＦＴ構造におけるアクティブチャネルであり得る。金属酸化物層３１０は
、酸素、窒素、並びに亜鉛、ガリウム、カドミウム、インジウム、スズ、及びこれらの組
み合わせからなる群から選択された１つ又は複数の元素を含み得る。一実施形態では、金
属酸化物層３１０は、ＺｎＯを含み得る。一実施形態では、金属酸化物層３１０は、ＩＧ
ＺＯである。金属酸化物層３１０は、図１に示すＰＶＤチャンバ１００を用いて、スパッ
タリングによって堆積され得る。
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【００２９】
　［００３３］金属酸化物層３１０が堆積された後、金属酸化物層３１０に対してアニー
ル処理が実行され得る。アニール処理は、金属酸化物層３１０が堆積されたチャンバ内で
実行され得る。アニール処理は、基板表面の全面に空気を流しながら、金属酸化物層３１
０が堆積された基板の温度を、約１時間にわたって摂氏約３５０度に維持することを含み
得る。アニール処理の前か後のいずれかにおいて、酸素が金属酸化物層３１０から離れる
場合があり、酸素空孔が形成される。酸素空孔を充填し、且つ／又は、酸素が金属酸化物
層３１０から離れることを防止するために、金属酸化物層３１０をフッ素含有ガス又はプ
ラズマで処理することができる。
【００３０】
　［００３４］図３Ｄに示すように、金属酸化物層３１０の処理は、金属酸化物層３１０
をフッ素含有ガス又はプラズマ３０８に曝露することを含み得る。フッ素含有ガスからの
フッ素ガス分子又はフッ素含有プラズマからのフッ素ラジカルは、酸素空孔を充填するこ
とができ、且つ、酸素分子が金属酸化物層３１０から離れることを防止するために金属酸
化物層３１０をパッシベーションすることができる。この金属酸化物層３１０の処理プロ
セスは、金属酸化物層３１０の表面に材料の層を形成しない。この処理プロセスは、フッ
素ガス分子又はフッ素ラジカルを金属酸化物層３１０内に拡散させることを含み得る。一
実施形態では、金属酸化物層３１０は、ＮＦ３、ＣＦ４、又はＦ２などのフッ素含有ガス
、又は任意の適切なフッ素含有ガスに曝露され得る。フッ素含有ガスは、酸素非含有又は
シリコン非含有であり得る。別の実施形態では、金属酸化物層３１０は、フッ素ラジカル
を含むプラズマに曝露され得る。フッ素含有プラズマは、遠隔で又はインシトゥで形成さ
れ得る。フッ素含有プラズマは、ＮＦ３、ＣＦ４、又はＦ２などのフッ素含有ガス、又は
任意の適切なフッ素含有ガスを、遠隔プラズマ源又は金属酸化物層３１０が堆積された処
理チャンバの中に流すことによって形成することができる。次いで、フッ素含有ガスがＲ
Ｆ電力によって励起され、処理チャンバの外側（すなわち、遠隔）で又は処理チャンバの
内側（すなわち、インシトゥ）でフッ素含有プラズマが形成される。フッ素含有プラズマ
は、酸素非含有又はシリコン非含有であり得る。
【００３１】
　［００３５］フッ素含有ガス又はプラズマによる金属酸化物層３１０の処理時間、すな
わち、金属酸化物層３１０がフッ素含有ガス又はフッ素含有プラズマに曝露される時間は
、約１０秒から約１００秒（例えば、約２０秒から約６０秒）の範囲であり得る。金属酸
化物層３１０の処理は、図１で示すＰＶＤチャンバ１００のような、金属酸化物層３１０
が堆積されたチャンバ内で実行され得る。代替的に、金属酸化物層３１０の処理は、図２
で示すＰＥＣＶＤチャンバ２００のような、後続の層が堆積されたチャンバ内で実行され
得る。一実装形態では、金属酸化物層３１０は、遠隔プラズマを用いるＰＥＣＶＤチャン
バ２００と類似するＰＥＣＶＤチャンバ内で処理される。この実施形態では、ＮＦ３及び
Ａｒガスは、遠隔プラズマ源２３０などの遠隔プラズマ源内に流し込まれる。ＮＦ３ガス
は、約２０００立方センチメートル毎分（ｓｃｃｍ）から約６０００ｓｃｃｍの範囲内の
流量を有し得、Ａｒガスは、約２０００ｓｃｃｍから約６０００ｓｃｃｍの範囲内の流量
を有し得る。一実施形態では、ＮＦ３ガスの流量及びＡｒガスの流量は、両方とも４００
０ｓｃｃｍである。遠隔プラズマ源は、約０．２Ｗ／ｃｍ２から約０．６Ｗ／ｃｍ２の範
囲内（例えば、約０．４Ｗ／ｃｍ２）の電力密度を有し得る。ＰＥＣＶＤチャンバの内部
の圧力は、約２００ｍＴから約９００ｍＴの範囲（例えば、約５００ｍＴから約６００ｍ
Ｔ）であり得る。金属酸化物層３１０が堆積された基板は、摂氏約１５０度から摂氏約３
５０度（例えば、摂氏約２２０度から摂氏約２４０度）の範囲内の温度まで加熱され得る
。
【００３２】
　［００３６］次に、図３Ｅに示すように、エッチング停止層３１２が、フッ素で処理さ
れた金属酸化物層３１０に堆積され得る。エッチング停止層３１２は、金属酸化物層３１
０の一部を覆うためにパターニングされ得る。エッチング停止層３１２は、酸化シリコン



(9) JP 6916186 B2 2021.8.11

10

20

30

40

50

、酸化アルミニウム、窒化シリコン、又はその他の適切な材料などの誘電材料から作られ
てもよい。エッチング停止層３１２は、図１に示すＰＶＤチャンバ１００のようなＰＶＤ
チャンバ又は図２に示すＰＥＣＶＤチャンバ２００のようなＰＥＣＶＤチャンバの中で堆
積され得る。図３Ｅに示すように、導電層３１４が、エッチング停止層３１２及び処理さ
れた金属酸化物層３１０に堆積され得る。導電層３１４は、アルミニウム、タングステン
、モリブデン、クロム、タンタル、又はこれらの組み合わせなどの導電性金属から作られ
得る。導電層３１４は、ＰＶＤによって堆積され得る。
【００３３】
　［００３７］図３Ｆに示すように、導電層３１４が堆積された後、導電層３１４の一部
をエッチング除去することにより、ソース電極３１６、ドレイン電極３１８、及びアクテ
ィブチャネル３１９が画定され得る。フッ素で処理された金属酸化物層３１０の一部をさ
らにエッチングによって取り除くことができ、ゲート誘電体層３０６の一部が露出される
。エッチング停止層３１２は、エッチングの間の過度のプラズマ曝露からアクティブチャ
ネル３１９を保護するように機能する。
【００３４】
　［００３８］次に、図３Ｇに示すように、パッシベーション層３２０が、ゲート誘電体
層３０６の露出部分に堆積され、ソース電極３１６、ドレイン電極３１８、及びパッシベ
ーション層３２０もさらにアクティブチャネル３１９内で堆積される。パッシベーション
層３２０は、酸化シリコン、酸窒化シリコン、炭化シリコン、アモルファスカーボン、又
は他の任意の適切な材料を含み得る。ＴＦＴ３００は、ボトムゲートＴＦＴであってもよ
い。フッ素含有ガス又はプラズマによる処理は、任意の適切なＴＦＴで金属酸化物層に対
して行われ得る。幾つかの実施形態では、フッ素含有ガス又はプラズマによる処理は、ト
ップゲートＴＦＴの金属酸化物層に対して行われる。
【００３５】
　［００３９］図４Ａから図４Ｆは、本明細書に開示された実施形態に係る、製造の諸段
階におけるＴＦＴ４００の概略断面図である。ＴＦＴ４００は、トップゲートＴＦＴであ
ってもよく、基板４０２を含み得る。基板４０２は、基板３０２と同じ材料で作られ得る
。熱酸化物層４０４が、基板４０２上に形成され得る。熱酸化物層４０４は、基板４０２
と直接接触し得る。酸化シリコン層４０６が、熱酸化物層４０４上に形成され得る。酸化
シリコン層４０６は、熱酸化物層４０４と直接接触し得る。金属酸化物層４０８が、酸化
シリコン層４０６の上に且つ酸化シリコン層４０６と直接接触するように、基板４０２に
堆積され得る。金属酸化物層４０８は、最終的なＴＦＴ構造におけるアクティブチャネル
であり得る。金属酸化物層４０８は、金属酸化物層３１０と同じ材料で作られてもよく、
金属酸化物層３１０の堆積で用いられた処理と同じ処理によって堆積され得る。金属酸化
物層４０８を堆積した後、酸素空孔を充填し、且つ／又は、酸素が金属酸化物層４０８か
ら離れることを防止するために、金属酸化物層４０８をフッ素含有ガス又はプラズマで処
理することができる。図４Ｂに示すように、金属酸化物層４０８をフッ素含有ガス又はプ
ラズマ４１０に曝露するなどの、金属酸化物層４０８のフッ素ガス又はプラズマによる処
理は、金属酸化物層３１０のフッ素ガス又はプラズマによる処理と同じであってもよい。
フッ素含有ガス又はプラズマ４１０は、図３Ｄに示すフッ素含有ガス又はプラズマ３０８
と同じであってもよい。
【００３６】
　［００４０］次に、図４Ｃに示すように、フッ素で処理された金属酸化物層４０８は、
エッチングなどによってパターニングされてもよく、それにより、金属酸化物層４０８の
一部が取り除かれ、酸化シリコン層４０６の一部が露出する。金属酸化物層４０８の一部
をエッチングした後、金属酸化物層４０８は、フッ素含有ガス又はプラズマ４１２によっ
て再度処理され得る。フッ素含有ガス又はプラズマ４１２は、図３Ｄに示すフッ素含有ガ
ス又はプラズマ３０８と同じであってもよい。金属酸化物層４０８の処理プロセス条件は
、金属酸化物層３１０の処理プロセス条件と同じであってもよい。第２のフッ素含有ガス
又はプラズマによる処理の前に、パターニングされた金属酸化物層４０８にアニール処理
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を行うことができる。
【００３７】
　［００４１］次に、図４Ｄに示すように、ゲート誘電体層４１４が、処理された金属酸
化物層４０８に堆積され得る。ゲート誘電体層４１４は、ゲート誘電体層３０６と同じ材
料で作られ得る。ゲートコンタクト層４１６が、ゲート誘電体層４１４に堆積され得、ゲ
ートコンタクト層４１６は、ゲート電極３０４と同じ材料で作られ得る。ゲート誘電体層
４１４及びゲートコンタクト層４１６の一部を取り除くために、エッチングなどによって
、ゲート誘電体層４１４及びゲートコンタクト層４１６がパターニングされてもよく、金
属酸化物層４０８の一部が露出される。層間誘電体（ＩＬＤ）層４１８が、露出した酸化
シリコン層４０６、露出した金属酸化物層４０８、及びゲートコンタクト層４１６に堆積
され得る。ＩＬＤ層４１８は、酸化シリコンなどの任意の適切な誘電材料から作られても
よい。
【００３８】
　［００４２］図４Ｅに示すように、複数のコンタクトホール４１９、４２１、４２３が
ＩＬＤ層４１８内に形成され得る。コンタクトホール４１９、４２１、４２３は、エッチ
ングなどの任意の適切な方法によって形成され得る。金属酸化物層４０８の一部は、複数
のコンタクトホール４１９、４２１の形成に起因して露出し得、ゲートコンタクト層４１
６の一部は、複数のコンタクトホール４２３の形成によって露出し得る。図４Ｅに示すよ
うに、コンタクトホール４１９、４２１、４２３は、金属で充填されて、それぞれ、コン
タクト４２６、４２８、４３０を形成することができる。複数のコンタクト４２６、４２
８、４３０は、ゲート電極３０４と同じ材料で作られ得る。複数のコンタクト４２６、４
２８は、金属酸化物層４０８と直接接触し得、複数のコンタクト４３０は、ゲートコンタ
クト層４１６と直接接触し得る。金属層がＩＬＤ層４１８に堆積され得る。金属層は、ソ
ース電極４２０、ドレイン電極４２２、及びゲート電極４２４を画定するためにパターニ
ングされ得る。ソース電極４２０、ドレイン電極４２２、及びゲート電極４２４は、ゲー
ト電極３０４と同じ材料で作られ得る。ソース電極４２０は、複数のコンタクト４２６と
直接接触し得、ドレイン電極４２２は、複数のコンタクト４２８と直接接触し得、ゲート
電極４２４は、複数のコンタクト４３０と直接接触し得る。ゲート電極４２４が金属酸化
物層４０８の上に形成され得るので、ＴＦＴ４００は、トップゲートＴＦＴであり得る。
【００３９】
　［００４３］図５Ａから図５Ｃは、本明細書に開示された実施形態に係る、図３Ａから
図３Ｇで示されたＴＦＴ３００を形成するプロセスを示すフロー図である。図５Ａに示す
ように、プロセス５００は、ブロック５０２で始まり、基板の上にゲート電極が堆積され
る。ゲート電極は、ゲート電極３０４であってもよく、基板は、図３Ａに示す基板３０２
であってもよい。次に、ブロック５０４では、ゲート電極の上にゲート誘電体層が堆積さ
れる。ゲート誘電体層は、図３Ｂに示すゲート誘電体層３０６であってもよい。ブロック
５０６に示すように、ゲート誘電体層の上に、図３Ｃに示す金属酸化物層３１０のような
金属酸化物層が堆積され得る。ブロック５０８に示すように、金属酸化物層の堆積の後、
金属酸化物層はアニールされ得る。次に、ブロック５１０に示すように、金属酸化物層は
、図３Ｄに示すフッ素含有ガス又はプラズマ３０８などのフッ素含有ガス又はプラズマに
曝露される。最後に、ブロック５１２に示すように、処理された金属酸化物層の上に導電
層３１４などの導電層が堆積され得る。
【００４０】
　［００４４］図５Ｂに示すように、プロセス５１４は、ブロック５１６で始まり、基板
の上にゲート電極が堆積される。ゲート電極は、ゲート電極３０４であってもよく、基板
は、図３Ａに示す基板３０２であってもよい。次に、ブロック５１８では、ゲート電極の
上にゲート誘電体層が堆積される。ゲート誘電体層は、図３Ｂに示すゲート誘電体層３０
６であってもよい。ブロック５２０に示すように、ゲート誘電体層の上に、図３Ｃに示す
金属酸化物層３１０のような金属酸化物層が堆積され得る。ブロック５２２に示すように
、金属酸化物層の堆積の後、金属酸化物層は、図３Ｄに示すフッ素含有ガス又はプラズマ
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３０８などのフッ素含有ガス又はプラズマに曝露され得る。次に、ブロック５２４に示す
ように、処理された金属酸化物層はアニールされ得る。最後に、ブロック５２６に示すよ
うに、処理且つアニールされた金属酸化物層の上に導電層３１４などの導電層が堆積され
得る。
【００４１】
　［００４５］図５Ｃに示すように、プロセス５２８は、ブロック５３０で始まり、基板
の上にゲート電極が堆積される。ゲート電極は、ゲート電極３０４であってもよく、基板
は、図３Ａに示す基板３０２であってもよい。次に、ブロック５３２では、ゲート電極の
上にゲート誘電体層が堆積される。ゲート誘電体層は、図３Ｂに示すゲート誘電体層３０
６であってもよい。ブロック５３４に示すように、ゲート誘電体層の上に、図３Ｃに示す
金属酸化物層３１０のような金属酸化物層が堆積され得る。ブロック５３６に示すように
、金属酸化物層の堆積の後、金属酸化物層は、図３Ｄに示すフッ素含有ガス又はプラズマ
３０８などの第１のフッ素含有ガス又はプラズマに曝露され得る。次に、ブロック５３８
に示すように、処理された金属酸化物層はアニールされ得る。ブロック５４０に示すよう
に、処理された金属酸化物層のアニールの後、アニールされた金属酸化物層は、図３Ｄに
示すフッ素含有ガス又はプラズマ３０８などの第２のフッ素含有ガス又はプラズマに再度
曝露され得る。最後に、ブロック５４２に示すように、処理された金属酸化物層の上に導
電層３１４などの導電層が堆積され得る。
【００４２】
　［００４６］要約すると、ＴＦＴを形成する方法は、フッ素含有ガス又はプラズマを用
いて金属酸化物層を処理することを含む。フッ素含有ガス又はプラズマによる処理は、金
属酸化物層に対して行われるアニール処理の前に、その後に、又はその前と後の両方の時
点で実行されてもよい。フッ素含有ガス又はプラズマによる処理は、酸素分子が金属酸化
物層から離れることを防止するために、酸素空孔を充填し、金属酸化物層をパッシベーシ
ョンすることに役立つ。酸素空孔を減少させることにより、負の閾値電圧の発生が防止さ
れ、より安定したＴＦＴが生じる。
【００４３】
　［００４７］以上の記述は本開示の実施形態を対象としているが、本開示の基本的な範
囲から逸脱することなく、本開示の他の実施形態及びさらなる実施形態を考案してもよい
。本開示の範囲は、下記の特許請求の範囲によって決定される。
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